

入会申込書（送付先：FAX 0240-23-7139　／　メール okuma-machizukuri@wing.ocn.ne.jp）

大熊町観光協会の趣旨に賛同し、大熊町観光協会会則第５条の規定に基づき、入会申込を希望いたします。
	会員区分
	資格
	希望会員区分
（〇を記載）
	年額・希望口数

	正会員
	各種活動に参加可能
議決権あり
	【個人】
（　　　　）
	年額　1,000円

	準会員
	イベントに申込可能
議決権なし
	【個人・団体】
（　　　　）
	年額　1,000円

	賛助会員
	イベント申込可能
	【個人・団体】
（　　　　）
	年額１口　10,000円
　　　　　　　口


・入会申込書を受領後、大熊町観光協会理事会の承認を得て正式な会員となります。
・正会員は、町民または町内の団体代表者のみ加入できるものとします。
・賛助会員は、当協会HP等（令和7年度開設予定）に掲載することができます。
＜参考＞
　（加入及び脱退）
第 ６ 条　会員となることを希望する者は、所定の申込書で申込み、理事会の承認を得るものとする。
　　　　　年　　月　　日
大熊町観光協会
会　長　　吉田　淳　様
【入会希望者】
	事業者名／個人名
	商号又は社名（フリガナ）


	事業内容
	


	代表者名
	役職・氏名（フリガナ）
印

	所在地（住所）
	〒


	連絡先
	TEL
FAX

	①Email
②HP掲載（URL）
	①
②

	事務連絡先
	担当者名（フリガナ）
	

	
	TEL
	

	
	Email
	


大熊町観光協会
会長　吉田　淳　様

同　意　書

この度、大熊町観光協会の会員として貴会に入会するにあたり、以下の事項を厳守することを、ここに同意致します。

記

1. 大熊町観光協会（以下、協会という。）と共に観光事業の振興及び地域の活性化と、国内外からの観光交流に尽力し、地域経済の発展及び文化の発展・向上に協力します。
1. 大熊町のイメージを汚し、協会の信用品位を損なうようなことは行いません。
1. 観光客等とのトラブルの際など、協会に一切迷惑をかけません。
1. 事業運営及び活動に寄せられた苦情に対して、協会又は観光客等に対して誠意をもって対応します。
1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２項に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う法人（個人）等ではありません。

以上について同意します。
万が一法令等に違反した行為が判明した場合、トラブル、苦情発生に伴い各事項を守れない場合は、発生から真意が判明するまでの期間、協会の広告宣伝（情報誌、ホームページの掲載を含む）及び案内を停止すること、会則第６条（加入及び脱退）の規定について、異議申立てしません。

簡易な連絡の通知先　　　　メール　　or　　FAX

（どちらか一方に〇）　　※重要な通知についてはメールまたは郵送いたします。









　　　年　　　月　　　日

事業者名（商号又は社名）

住　　所


代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

